
吉富町コミュニケーション支援事業実施要綱 

平成１８年１１月１日 

告示第７４号 

改正 平成２３年２月２１日告示第８号 

平成２７年１２月２４日告示第１２８号 

平成２８年３月２８日告示第２９号 

（目的） 

第１条 この要綱は、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎通

を図ることに支障がある聴覚障害者（児）等に、手話通訳及び要約筆記等（以下

「手話通訳等」という。）の方法により、聴覚障害者（児）等とその他の者の意

思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣等を行い、意思疎通の円滑化により、聴覚

障害者（児）等の社会生活上の利便を図り、もって聴覚障害者（児）等の福祉の

向上を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、聴覚障害者（児）等とは、身体障害者福祉法（昭和２

４年法律第２８３号）第１５条第４項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた

者のうち、聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者をいう。 

（事業内容） 

第３条 町長は、聴覚障害者（児）等に対し地域の特性及び利用の状況に応じ、手

話通訳者・要約筆記者を派遣する事業、手話通訳者を設置する事業、点訳・音声

訳等による支援事業等、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者（児）等と

その他の者の意思疎通を仲介する。 

（対象者） 

第４条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、本町が援護の実施者とな

る聴覚障害者（児）等で、手話通訳者等がいなければ、その他の者との円滑な意

志の疎通を図ることが困難な者と町長が認めた者とする。 

（申請） 



第５条 事業を利用しようとする聴覚障害者（児）等又はその保護者（配偶者、親

権を行う者、後見人その他の者で聴覚障害者（児）等を現に保護する者をいう。）

（以下「申請者」という。）は、吉富町コミュニケーション支援事業利用申請書

（別記様式第１号）を町長に提出するものとする。 

（決定） 

第６条 町長は、前条の規定による申請を受理したときはその内容を審査し、利用

の可否を吉富町コミュニケーション支援事業利用決定（却下）通知書（別記様式

第２号）により申請者に通知し、利用決定の場合は地域生活支援事業利用券（別

記様式第３号）を交付するものとする。 

（変更の届出） 

第７条 前条の規定により利用の決定を受けた申請者（以下「利用者等」という。）

は、第５条に規定する申請の内容に変更が生じたときは吉富町コミュニケーショ

ン支援事業利用変更届（別記様式第４号）を町長に提出するものとする。 

（決定の取消） 

第８条 町長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第６条に規定

する決定を取り消すことができる。 

（１） 聴覚障害者（児）等が第４条に規定する対象者でなくなったとき。 

（２） 聴覚障害者（児）等が死亡したとき。 

（３） その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。 

２ 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、吉富町コミュニケーション支

援事業利用取消通知書（別記様式第５号）により利用者等に通知するものとする。 

（事業の委託） 

第９条 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると

認める事業者に委託することができる。 

（委託を受けた者の責務） 

第１０条 前条の規定により委託を受けた者は、この要綱の趣旨を常に念頭に置き

事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 



（事業の費用） 

第１１条 この事業に係る費用は次のとおりとする。 

（１） ２時間まで ５，０００円 

（２） ２時間以上３時間未満 ６，０００円 

（３） ３時間以上４時間未満 ８，０００円 

（４） ４時間以上６時間未満 １０，０００円 

（５） ６時間以上８時間未満 １２，０００円 

（６） ８時間以上 前号の金額に１，０００円（１時間毎）を加えた額 

（利用料） 

第１２条 この事業に係る利用料は、無料とする。 

（補則） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行し、平成１８年１０月１日から適用する。 

附 則（平成２３年２月２１日告示第８号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２７年１２月２４日告示第１２８号） 

この告示は、平成２８年１月１日から施行する。 



 



 



 



 



 



別記様式第１号（第５条関係） 

別記様式第２号（第６条関係） 

別記様式第３号（第６条関係） 

別記様式第４号（第７条関係） 

別記様式第５号（第８条関係） 

 


